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生活環境・自然環境に関する補助制度など

環境保全課　 36-3710

特定外来生物などの捕獲
1038

�市内で、特定外来生物などによる生活環境や農
作物への被害が深刻な方
捕�獲方法　依頼者の協力のもと、発生場所に捕
獲箱を原則一週間設置
対�象生物　ヌートリア、アライグマ、ハクビシン、
タヌキなど
�電話で環境保全課へ

地球温暖化対策設備設置補助制度

　自ら居住する市内の住宅に対象となるシステ
ムを設置する方に補助金を交付します。
�補助金額など、詳しくは� 996�で確認してく
ださい

浄化槽設置事業補助制度

�下水道事業計画区域などを除く市内全域で、専
用住宅に浄化槽を設置する方　
�設置工事着手前に環境保全課へ　※申請前に
着手した場合は補助できません
�補助限度額など、詳しくは� 1028�で確認し
てください

●浄化槽は維持管理が必要
　浄化槽は、維持管理を行わないと機能が低下
し、悪臭や水質汚濁の原因となります。
　浄化槽を使う全ての方は、検査・清掃などの
維持管理を行わなければならないと法律で定め
られています。

飼い主のいない猫 避妊手術費補助制度

�市内在住の方または市内で地域猫活動を行う
団体が、市内の動物病院で飼い主のいない猫
（野良猫）の不妊・去勢手術を行う場合
�補助金額など、詳し
　くは� 993�で確認
　してください

ふれあい相談
1543

　子どもの発達や障害のある子
どもの養育で悩んでいる保護者
の疑問や不安・悩みについて一
緒に考えていきます。
�平日、午後１時～４時　※要
予約
�県立いなざわ特別支援学校
（一色森山町）
�電話（ 35-2005）で県立
いなざわ特別支援学校へ

種類 改定前 改定後

特別障害
者手当

Ａ
種 34,830円 35,690円

Ｂ
種 29,030円 29,890円

Ｃ
種 27,980円 28,840円

障害児
福祉手当

Ａ
種 22,120円 22,590円

Ｂ
種 16,370円 16,840円

Ｃ
種 15,220円 15,690円

特別児童
扶養手当

１
級 53,700円 55,350円

２
級 35,760円 36,860円

特別障害者手当額など
の改定

1538

　４月から手当額が改定されま
した。手当額は物価の変動に応
じて自動的に額を改定する、自
動物価スライド制です。
福祉課　 32-1281

三世代すまいる支援事業
　世代間の支え合いや、地域コ
ミュニティの維持・空き家の発
生抑制を目的として、三世代で
同居するため市内に住宅を新築
する子世帯に工事費の一部を補
助します。対象や交付条件など
詳しくは、 218�で確認して
ください。
補助額　50万円
�工事着手前に建築課に相談の
上、認定申請が必要です
建築課　 32-1418

証明書の交付申請時に本人確認を行っています 611
　成り済ましを未然に防ぎ、個人情報を保護するため、証明書の交付
申請時に窓口に来た方の本人確認を行っています。申請時は、マイナ
ンバーカード、運転免許証、健康保険証など本人確認ができるものを
持参してください。　※顔写真付きでないものは２点以上必要。証明
書の種類によっては顔写真付きの官公署発行の本人確認書類でないと
交付できない場合があります
対�象となる証明書
　①�住民票の写し、戸籍の全部（個人）事項証明書、印鑑登録証明書
など

　�②�固定資産評価証明書、所得課税証明書、納税証明書など
①市民課　 32-1311②課税課　 32-1193

行政書士による無料相談
1312

��４月17日㈬、６月19日㈬、
８月21日㈬、午後１時～４時
市役所相談室２
�建設業・農地転用・土地開発・
食品営業・産業廃棄物処理な
どの行政許認可手続き、法人
設立・帰化・在留資格手続き、
遺言・遺産分割協議書の作成、
成年後見、戸籍関係届出など
�愛知県行政書士会一宮支部広
報担当　 0586-55-1022

弁護士による
債務者無料相談会

470
　国民健康保険税などの支払い
に困っている方を対象に債務相
談を随時受け付けています。
�国保年金課（ 32-1312）へ
�相談後の債務整理などの弁護
士費用は有料

ファミリーサポートセンターからのお知らせ
　ファミリーサポートセンター事業は、子育てを手伝ってほしい方（依
頼会員）と子育ての応援をしたい方（提供会員）が会員登録をし、子
育てを地域で支え合い、助け合うしくみです。
援助の内容
　・�保育園、幼稚園、小学校、児童館、児童センター、習い事などへ
の子どもの送迎や、送迎を伴う預かり

　・�保護者の用事やリフレッシュの際の子どもの預かり
　・�病児や病後児の預かり（医師から許可が出た場合）
　・�産前産後の家事や赤ちゃんの世話などの手伝い
依�頼会員　市内在住・在勤の方で０歳児（生後57日以降）～小学校６
年生の子どもの保護者、妊娠８カ月～産後２カ月（多胎児は12カ月）
の方
提�供会員　子育て支援活動に関心のある方（年齢・資格・経験は不問
です）　※ファミリーサポートセンター子育て講座を受講してくださ
い（15ページ参照）
有料（会員登録は無料）
�利用方法など、詳しくは「移動事務所」や電話で説明します。日程
など詳しくは、 2044�で確認してください
ファミリーサポートセンター　 0567-28-5574

固定資産税の新築住宅
軽減期間にご注意を

714
　新築住宅の固定資産税軽減期
間が終了し、令和６年度から本
来の税額になります。
��①�令和２年に建築された一般
住宅（長期優良住宅を除く）

　②�平成30年に建築された３
階建て以上の中高層耐火住
宅または認定長期優良住宅

　③�平成28年に建築された認
定長期優良住宅かつ３階建
て以上の中高層耐火住宅
で、固定資産税の軽減（新
築住宅軽減）を受けている
家屋

課税課　 32-1239

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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